
令和 8 年 2 月改正 

さいとぴあ ご利用案内 
～チャイルドルーム～ 

利用案内 

１ 開 館 時 間  午前 ９時から午後 ９時まで 

２ 定期休館日  毎月最終月曜日 （月曜日が祝日の場合は、その翌平日） 

         年末年始１２月２８日から１月３日まで その他臨時休館を含む 

３ 詳 細 

チャイルドルームは親子のふれあいの場の提供を目的として設置した

部屋です｡この部屋は就学前の小さなお子さまと保護者の方の遊び場

として､どなたでもご利用いただけます｡また、利用に際しての事前お

申込み等は必要ありません｡ 

４ 使 用 料  無 料 

５ 施 設 設 備  おもちゃ （滑り台・ソフト積み木等） ※１階管理事務所にて貸出し 

ご利用の際の注意事項 

・ お子様だけでのご入室はできません。必ず保護者同伴でご利用下さい。 

・ 保護者様でお子様の安全に十分ご注意いただきご利用下さい。 

・ 盗難・事故等に対しては､各自でご注意下さい。 

・ 本人の不注意による事故等については､西部地域交流センターでは一切責任を負えません。  

・ 他の方の迷惑とならないようご利用下さい。 

・ 扉を閉めてご利用下さい。 

・ 室内を清潔にして､ゴミはお持ち帰り下さいますようお願いいたします。 

・ 靴を脱がれてご利用下さい。また危険ですので裸足で通路に出ないで下さい。 

・ 授乳･おむつ交換は授乳室をご利用下さい。使用後のおむつはお持ち帰り下さいますようお願

いいたします。 

・ 物品の販売・展示や教室等の営利目的・サービスの提供・それらの勧誘等営業行為は固くお

断りいたします。また見つけ次第退館していただく場合があります。 

・ 管理の都合上、職員が行う指示または指導には従っていただく必要がございます。 

・ 当センターの施設・設備・備品等を破損・滅失、又は汚損した場合は現状に復し、又は損害

を賠償していただくことがございます。 

・ 動物（盲導犬等を除く）の入館や危険物の持ち込みは固くお断りいたします。 

・ 室内での喫煙や飲食はできません。※市民ロビーのテーブル・イスでスナック菓子・ジュー

ス程度の軽食は可能ですが、食事（弁当等）をとることはできません。 

・ 駐車場は駐車台数に限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用下さい。 

・ ご利用にあたっては、福岡市地域交流センター条例・同規則・本利用案内を遵守お願いいた

します。 

・ ご不明な点などは職員までおたずねください。 

 

西部地域交流センター さいとぴあ 

〒819-0367 福岡市西区西都２丁目１－１   

TEL：０９２－８０７－８９００  


